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ฏ29年݄̍̍߸

˒ վਖ਼宅建業法のࢪ行にけて

新年あけ·しておめでと͏͟͝い·すɻ
今年一年もこのϝルϚΨを通͡て、不動産

औ引に関する༷ʑなใఏ供のॆ࣮により、
গしでもօ༷のお役に立ͪたいとߟえており
·すɻ

ͦして、本年も不動産औ引に関Θるօ༷に
とり·して、ૉらしい一年となり·すよ͏
おفりਃし্͛·すɻ引きଓきの͝ࢦಋのఔ
Ͳ͏ͧよΖしくおئいいたし·すɻ

さて、ࡢ年のୈ190ճࠃ会において、طଘ
住のྲྀ通市場を活ੑԽし҆શなऔ引ڥの
整උをਤるため、建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫ
γϣンʣの活用等を内容とする地建物औ引
業法の一部をվ正する法が立し、ฏ28
年６݄３日に公され·したɻ

本法において、建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖ
Ϋγϣンʣ関のن定について公の日から
２年Ҏ内、ͦれҎ֎のن定について公の日
から１年Ҏ内の政ྩにおいて定める日から施

行することとしており、ࡢ年の政ྩ੍定に
より、下記の通り施行期日が定められ·したɻ

۩体తには、Ҏ下の通り、二ஈ֊に分けて
施行されることとなっており·すɻ
ᾇ　建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫγϣンʣに関
するن定の施行期日は、ฏ30年４݄１日と
され·したɻ今ൠの法վ正により、طଘ建物
のऔ引におけるใఏ供のॆ࣮をਤるため、
地建物औ引業者に対し、Ҏ下の事項が義務
付けられ·したɻ.
　１ʣ媒介契約において建物ঢ়گ調査を࣮施

する者のあっせΜに関する事項を記載した
書໘の交付

　２ʣ買主等に対して建物ঢ়گ調査の結Ռの
֓要等を重要事項として説明

　３ʣ売買等の契約の立࣌に建物のঢ়گに
ついて当事者のํが֬認した事項を記載
した書໘の交付
本整උ৹ٞ会不ࢿ交通লの社会ࠃ、ࡏݱ

動産部会においてこれらのվ正事項の施行に
けたӡ用໘のٞが行Θれており·すɻ11
݄９日、12݄26日にৄࡉ事項のٞが行Θれ

当機ߏでは、地建物औ引主任者ࢿ格ݧࢼ
の合格者及びొいただいた建業者・理
会社のօ༷を対にϝʔルϚΨδンを信し
てい·すɻ

このϝʔルϚΨδンでは、不動産に関する
行政やϚʔέοトの࠷新の動き、不動産औ引
をめぐるトラブル事例の介やトラブル༧

等についてのใをܝ載してい·すɻͦれら
の中から、「今日の視点」と「相談事例」を
本94ࢽ号からస載してい·すɻ業務のߟࢀに
していただけれいですɻ

なお、ϝʔルϚΨδンの信をرされる
場合は、当機ߏのϗʔϜϖʔδからొして
下さいɻ

より 研究理事・調査研究部長　小林.正典「ࢹのࠓ」
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ており·すので、օさΜもͲ͏ͧ֬͝認下さ
いɻ
IUUQ���XXX.NMJU.HP.KQ�QPMJDZ�TIJOHJLBJ�
͂203@IVEPVTBO01.IUNM

なお、今ճの法վ正でطଘ建物のऔ引にお
いて説明を求めることとされているΠンεϖ
Ϋγϣンは、طଘ住のگݱをୈࡾ者がઐ
త・؍٬తに調査することにより、売主・買
主ํが҆৺してऔ引を行͏ことができる
を整උするためにಋೖするものですɻڥ

このため、ৄࡉ事項・ӡ用ルʔルは、ࠃが
定めた「طଘ住ΠンεϖΫγϣン・ΨΠυ
ラΠン」を౿·えたものとすることがࣔされ
ており、かつ、طଘ住売買瑕疵保ݥへのՃ
ೖがՄとなるよ͏なものとすることがඞ要
とされてい·すɻ

·た、重要事項として説明するΠンεϖΫ
γϣンの結Ռの֓要については、買主等が物
件のঢ়گをे分理解した্でऔ引判அを行͏
ことができるよ͏、ࠃの「طଘ住Πンεϖ
Ϋγϣン・ΨΠυラΠン」に基づくݕ査結Ռ
ใ告書のݕ査結Ռの֓要とಉఔの内容とす
るきではないかとい͏ٞが行Θれており
·すɻ

さらに、売買契約締結ޙに地建物औ引業
者が交付する37条書໘の記載事項について
は、「契約の内容」を書໘で明֬にすること
により、契約ޙのトラブルൃ生を止するこ
とをతとしたものであり·すが、一ํで、
契約のత物であるطଘの建物のঢ়گについ
て、契約当事者が不֬かな認ࣝを基にऔ引を
ਐめた場合、これを37条書໘に記載すること
は却ってトラブルを引きىこすݪҼとなりか
Ͷ·せΜɻ

վ正法による「ํが֬認した事項」は、
ଘ建物のऔ引においてΠンεϖΫγϣンがط

法తにҐ置付けられたことを౿·え、ޙʑの
トラブル止のために37条書໘の記載事項に
Ճしたものであり、ݪଇとして、当該事項
には、ΠンεϖΫγϣンなͲઐతなୈࡾ者
による調査結Ռを重要事項として買主に説明
した場合にのΈ記載することとし、これҎ֎
の場合は該当事項「無」と記載することとし
てはͲ͏か等のఏҊが行Θれており·すɻ

いͣれにし·しても、建業者がݕ査結Ռ
֓要のͲこ·で説明を求められるのか、࣮ࡍ
にݕ査を行った建ங࢜等との࿈ܞをͲこ·で
行͏ඞ要があるのか、37条書໘にԿをͲこ·
で記載するのか、·だৄࡉはܾ定されてい·
せΜが、ฏ30年４݄の施行にけて、年
内にはলྩҊのఏҊ、লྩ੍定等により、ͦ
の۩体త内容がօ༷にも明らかにされるかと
本整උ৹ٞ会不ࢿい·すɻ引きଓき、社会ࢥ
動産部会でのٞに͝下さいɻ

ᾈ　さらに、ᾇҎ֎のҎ下のن定の施行期日
がฏ29年４݄１日とされ·したɻ.
　１ʣ　地建物औ引業の業務の適正Խ及び

ޮԽ
　　媒介契約を締結した地建物औ引業者

は、当該媒介契約のత物である地ຢは
建物の売買ຢは交換のਃ込Έがあったとき
は、なく、ͦのࢫをґཔ者にใ告しな
けれならないものとすることɻ

　２ʣӦ業保証金・ห済業務保証金੍のห
済対者から地建物औ引業者を除֎

　３ʣै業者への体ܥతな研मの࣮施につい
ての業ք団体に対する力義務

この͏ͪ、１ʣの地建物औ引業の業務の
適正Խ及びޮԽについては、不動産औ引に
おける長年の՝でもあり·すɻ物件の売主
が仲介業者に売却をґཔするࡍは、売主と仲
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介業者との間で売却をґཔする契約ʢ媒介契
約ʣを結び·すɻ媒介契約には、一ൠ媒介、
ઐ任媒介、ઐଐઐ任媒介の３छྨがあり、特
にઐ任とઐଐઐ任の場合は、一つの仲介業者
が売却ґཔを受けるܗଶになり·すɻͦして
ͦの一社には、ϨΠンζʢࢦ定ྲྀ通機ߏʣに
物件ใをొし、ଞの仲介業者にも買主を
つけてもらえるよ͏ใを公開する義務がݟ
՝せられてい·すɻもͪΖΜ、公開された物
件はܾ·ってし·͏こともあり·すから、ͦ
のࡍは問い合Θせしてきた仲介業者に対し
て、契約済Έであるࢫをえることになり·
すɻとこΖが、·だܾ·っていないにも関Θ
らͣ、「契約済Έ」とか「契約にけて談中」
なͲと虚偽のճを行い、ݟ込Έ٬をݟつけ
て問い合Θせしてきた仲介業者への介をγ
ϟοトΞトしてし·͏行為が、ैདྷからࢦ
ఠされてき·したɻこの「囲い込Έ」行為は、

「自社が売却ґཔされた物件についてଞ社に
介ڋ否する行為」であり、建業法্のΈ
ならͣا業ܦӦのίンプラΠΞンε্問が
あるとݴえ·すɻ

売却ใが適࣌適切に公開されれ、ଞ社
の٬ސにもใが行きり、ݱ地Ҋ内等によ
って物件をૣ期に売却することがՄになり
·すɻૣ期の売却は、売主にとってϝϦοト
のํがଟいのですɻ売主はԿらかの理༝があ
って自を売却するΘけですɻ例え、売却
して新ډをߪೖする場合、自が売れなけれ
新ډにॆてるࢿ金の్が立ͪ·せΜɻも
し、先に新ډのߪೖ契約を済·せてし·い、
さらに期ݶ内に売却できなけれ、売却ࢿ金
のΘりにϩʔンを·͟るをಘなくなるέ
ʔεもあり·すɻ·た、住ϩʔンがฦ済で
きͣに売却するํの場合、一ࠁを૪͏事ଶで
すから長くなって良い事はͻとつもあり·せ
Μɻ自Ҏ֎の༡ࢿٳ産の売主や、ࢿ金తに

༨༟のあるํであれ、٬౼ݕがݱれる·で
ߟ間をֻけて͡っくり売却していくことも࣌
えられ·すが、ͦの場合でも、ಉ͡物件ใ
が長くっていると「いつ·でも売れないの
にはԿか問があるのでは」とのϚΠφεΠ
ϝʔδが付きやすくなり·すɻใが新な
͏ͪは反ڹがू·りやすいため、相場の্ݶ
で売却できるՄੑもあるのですɻ

ถࠃの.-4ʢ.VMUJQMF.-JTUJOH.4FSWJDFɿશ
ถ約900地Ҭで設立・ӡӦされている৫ʣ
では、.-4事務所৬員が物件囲い込Έに関
するۤ対Ԡ、ݱ地֬認を行っており、نଇ
९कをపఈするΨόφンεが֬立されてい·
すɻ物件囲い込ΈʢポέοトϦεςΟンάʣ
格なӡ用を周知ݫଇのن止と物件ใొې
పఈしておりߟࢀになり·すɻ例え、ϫγ
ントンभでは、売主が不動産事業者と売買
理契約締結࣌48ޙ間Ҏ内に不動産事業者が
.-4に当該物件ใをొしなけれなら
ͣ、ͦの物件のॲ理ঢ়گʢߪೖر者からの
ґཔがあるか、談中か、市場にܝ載されଓ
けている物件かʣを正֬に表ࣔしなけれな
らないこととされてい·すɻγΞトル地Ҭの
/8.-4ʢϊʔεΣεト.-4ʣでは、売
主事業者が48࣌間Ҏ内に/8.-4のొαΠ
トに物件ใをܝ載したことをಜするた
め、不動産ΤʔδΣントが所ଐするブϩʔΧ
ʔ会社にಜ義務を՝し違反が判明した場合
േ金੍をಋೖしている΄Ͳですɻ

·た、ଞの会員によりใ告がなされること
もଟく電やϝʔル等による通ใに基づき
視ʢPPMJDJOHʣをపఈしてい·すɻ/8.-4
はશ会員に物件Ҋ内用のΩʔϘοΫεのൢ売
と利用を義務付けており会員ಉ࢜が物件の反
、を共有することができگ問い合Θせঢ়・ڹ
物件ใ・Ҋ内ঢ়گが/8.-4会員શ員に公
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開共有されているため、訴ুखଓき前の৫
内相ޓ視、ۤॲ理がΩʔϘοΫεの利用
でՄとなってい·すɻこれ·で会員内の内
部通ใでنଇ違反を֬認することがଟく、書
໘や電、໘会によって是正໋ྩを行ってき
·したが、աޒڈ年間ΦンラΠンで/8.-4
会員の不動産औ引に関する問合せ・通ใ、
/8.-4ଆ か ら ࢦ ಋ・ ໋ ྩ が で き る
5SBOTBDUJPO.%FTLの利用をݺびֻけており、
の会員がొを行ってい·すɻˋ75ࡏݱ

これにより、/8.-4の৫ӡӦのίεト
ଇの是正ޮՌنのΈならͣ、不動産औ引ݮ
にもつながってい·すɻ例え、2015年に
ొ会員にϝʔルで是正ࢦಋʢ不動産物件表
ࣔ内容のम正・物件囲い込Έの中止໋ྩ・
約Ձ格の期ݶ内でのొ等ʣを行った件は
29565件で、是正ા置が֬認できたのが
26850件ʢ91ˋの是正ʣであったͦ͏ですɻ

·た、これらのӡ用ルʔルのݫ格Խ、نଇ
९कのపఈは、業ք内のࢦಋ、研मのॆ࣮に
より、長い年݄をかけてऔり·れてきたこ
とが分かっており·すɻ

今ճのվ正事項である地建物औ引業の業
務の適正Խ及びޮԽ、すなΘͪ「媒介契約
を締結した地建物औ引業者は、当該媒介契
約のత物である地ຢは建物の売買ຢは交
換のਃ込Έがあったときは、なく、ͦの
をґཔ者にใ告しなけれならないものとࢫ
すること」について、この４݄から施行され
·すが、是ඇとも売主・買主ํの消費者を
保ޢするための本ن定のझࢫ・తを͝理解
いただけれとࢥい·すɻ

にਐめら年のվ正建業法の施行がԁࡢ
れ、օ༷ํの͝ڠ力をいただきながら、不動
産औ引の҆શ֬保、市場の活ੑԽが࣮ݱされ

ることをفっており·すɻ
会員のօ༷の日ʑの業務である媒介契約、

重要事項説明、契約締結の書໘࡞のม更が
օ༷のӦ業に大きくӨڹしてくるかとࢥΘれ
·すので、վめての֬͝認と͝対Ԡをおئい
கし·すɻ

ฏ29年݄̎̍߸

˒ ࣾ 会ࢿຊඋ৹ٞ会不動産部会
のٞ論について

今݄も一݄のϝルϚΨに引きଓき·して、
վ正建業法の施行にけたݕ౼ঢ়گにつき
·しておえしたいとࢥい·すɻ

ଘ住のྲྀ通ط、年ࡢ、に͝Ҋ内の通りط
市場を活ੑԽし҆શなऔ引ڥの整උをਤ
り、建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫγϣンʣの活
用等を内容とする地建物औ引業法の一部を
վ正する法が立し、ฏ28年６݄３日に
公されており、ΠンεϖΫγϣン関のن
定についてはฏ30年４݄から、ͦれҎ֎の
定については本年４݄から施行することとن
しており、ࡢ年12݄26日の社会ࢿ本整උ৹ٞ
会産業分Պ会不動産部会において、施行に
けた۩体తなルʔルづくりに関するݕ౼がਐ
められ·したɻ

۩体తには、վ正法における建物ঢ়گ調査
の࣮施ํ法について、例え、建物ঢ়گ調査
の対部Ґ、建物ঢ়گ調査の࣮施主体、建物
ঢ়گ調査を࣮施する者のあっせΜ、建物ঢ়گ
調査の結Ռの֓要に関する重要事項説明、「書
ྨの保ଘのঢ়گ」に関する重要事項説明等の
΄か、本年４݄施行の売買等のਃ込Έに関す
る媒介ґཔ者へのใ告についてもใ告書がと
り·とめられ·したɻ
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１ɽվ正法における建物ঢ়گ調査の࣮施ํ法
について

ᾇ　建物ঢ়گ調査の対部Ґ及びํ法
ͦもͦも建物ঢ়گ調査ʢΠンεϖΫγϣンʣ

は、売主・買主が҆৺して建物のऔ引の判அ
が行えるよ͏、建物のߏ力্主要な部分
や雨水の浸ೖを止する部分について、ͦの
ঢ়گを؍٬తに調査するものですɻこのため、
建物の基本తな質・ੑにる部Ґのঢ়گ
を調査することが基本となり·すɻこのよ͏
な建物の基本తな質・ੑにる部Ґの調
査については、ฏ25年にࠃ交通লが「ط
ଘ住ΠンεϖΫγϣン・ΨΠυラΠン」と
して調査ํ法等に関するࢦを定めていると
こΖで、վ正法に基づく建物ঢ়گ調査の࣮施
ํ法についても、ಉΨΠυラΠンにԊったも
のとすることが適当であるとされ·したɻ

ͦしてಉ࣌に、طଘ住の҆৺なऔ引ڥ
を整උする؍点からは、物件の引しޙ一定
期間内に瑕疵がൃݟされた場合についてඞ要
なิमが行えるよ͏、保ݥへのՃೖをଅਐす
ることが重要であり、建物ঢ়گ調査を࣮施し
た場合にはͦの結Ռを活用してطଘ住売買
瑕疵保ݥにՃೖすることができる੍とする
ことが適当であるとしてい·すɻ

したがい·して、վ正法に基づく建物ঢ়گ
調査の対部Ґ及びํ法は、ࠃ交通লの「ط
ଘ住ΠンεϖΫγϣン・ΨΠυラΠン」を
౿·えて、طଘ住売買瑕疵保ݥにՃೖする
、査の対部Ґʢ基ૅ、นݕ場ݱに行Θれるࡍ
பなͲʣ及びํ法とಉ༷のものとすることが
適当とされているΘけですɻこの基本తなߟ
えํ、対範囲について͝理解をいただくඞ
要があるかとࢥい·すɻ

ᾈ　建物ঢ়گ調査の࣮施主体
建物ঢ়گ調査の結Ռは、売主・買主のํ

にとってطଘ住のऔ引を行͏্での重要な
判அࡐ料になるものであり·すので、建物ঢ়
తに適正に行Θれることが֬保؍調査は٬گ
されなけれなり·せΜɻこのため、建物ঢ়
調査の࣮施主体として、１ʣ.建物の設計やگ
調査に関するઐ知ࣝを有していること、２ʣ.
適正な業務ࣥ行を担保するためのࢦಋ・ಜ
等のΈが੍্֬保されていること、３ʣ.
ԁに調査が行Θれるためにඞ要な人員が֬
保されることがඞ要であるとされ·したɻ

点では、こ͏した要件をຬたす主体と࣌ݱ
しては建ங࢜が͛ڍられるとこΖであり·し
て、·ͣはฏ30年य़の施行に当たり、建物
ঢ়گ調査の࣮施主体については、調査にる
一定のߨशをमྃした建ங࢜とすることが適
当であるとされ·したɻ.なお、建ங࢜は、
、を受けて建ங物の設計ڐ交通大ਉの免ࠃ
工事理等の業務を行͏者であり、建ங物に
関する調査について建ங࢜法に基づくಜ・
ॲ分等がՄですɻࡏݱ、約18000人の建ங
ଘ住ΠンεϖΫγط」交通লのࠃ、が࢜
ϣン・ΨΠυラΠン」に基づくΠンεϖΫγ
ϣンのߨशを受け、ΠンεϖΫλʔとしてొ
されてい·すɻ一ํ、ଞの主体であっても、
্記のよ͏な要件をຬたして建物ঢ়گ調査を
になれ࣮施主体گతに適正に行えるঢ়؍٬
となることはՄとߟえられることから、҆
৺なऔ引ڥの整උを一ਐめる؍点から、
શࠃにおける建物ঢ়گ調査の࣮施ঢ়گ等を適
切にݕ証しつつ、引きଓき、建ங࢜Ҏ֎の主
体による建物ঢ়گ調査の࣮施をՄとする場
合のΈ等について、ݕ౼をܧଓするき
であるとのใ告書が·とめられ·したɻここ
は是ඇいただきながら、ଞํで、建物ঢ়
を֬保するੑ؍調査の࣮施結Ռに関する٬گ
であ࢜शをमྃした建ஙߨ点から、্記の؍
っても、自らがऔ引の媒介を行͏場合なͲ当
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該औ引に利害関がある場合にあっては、売
主及び買主のಉ意がある場合を除いて、建物
ঢ়گ調査の࣮施主体となるのは適当でないと
されてい·すので、͝意下さいɻ

２ɽ建物ঢ়گ調査等に関࿈する地建物औ引
業者の業務について

ᾇ　建物ঢ়گ調査を࣮施する者のあっせΜ
վ正法においては、建物ঢ়گ調査を活用し

た҆৺なऔ引が࣮ݱされるよ͏、地建物औ
引業者の業務の一として、媒介契約におい
て「建物ঢ়گ調査を࣮施する者のあっせΜに
関する事項」を記載することが定められ·し
たɻこのよ͏な地建物औ引業者によるあっ
せΜは、売主等からのあっせΜのرを受け
てෳの業者をॱ次あっせΜする場合なͲ、
࣮務తには༷ʑなέʔεが定されるかとࢥ
い·すɻこのため、あっせΜ先の業者໊等が
มΘるたびにͦの都媒介契約をม更するこ
とになるのは適切でないとߟえられることか
ら、ࠃ交通大ਉが定めるඪ४తな媒介契約
書໘であるඪ४媒介契約約においては、建
物ঢ়گ調査を࣮施する者のあっせΜに関する
事項として「あっせΜの有無」についてのΈ
記載することとするのが適当であるとされ·
したɻ

なお、վ正法に基づく「あっせΜ」は、建
物ঢ়گ調査を࣮施している業者に関する୯な
るใఏ供ではなく、売主ຢは買主と業者の
間で建物ঢ়گ調査の࣮施にけた۩体తなや
りとりが行Θれるよ͏にखすることが求め
られ·すɻ

ᾈ　建物ঢ়گ調査の結Ռの֓要に関する重要
事項説明
１ʣ　重要事項説明の内容

　　建物ঢ়گ調査の結Ռの֓要に関する重要

事項説明は、消費者利ӹの保ޢとطଘ住
のऔ引の҆શ֬保の؍点から、طଘ住の
औ引を行お͏とする買主等が、建物のگݱ
をे分理解した্で意ܾࢥ定できるよ͏に
するために行͏ものですɻこのため、重要
事項として説明する建物ঢ়گ調査の結Ռの
֓要は、؍٬తに適正な内容のものである
ことが重要であり、ࠃ交通লの「طଘ住
ΠンεϖΫγϣン・ΨΠυラΠン」に基
づくطଘ住ݕگݱ査結Ռใ告書のݕ査結
Ռの֓要とಉ༷のものとするきであると
されてい·すɻಉ࣌に、地建物औ引࢜が
重要事項説明に用いる建物ঢ়گ調査の結Ռ
の֓要の書໘については、調査を࣮施した
者が責任を࣋って࡞することになり·
すɻ

２ʣ.　重要事項説明の対となる建物ঢ়گ
調査の範囲

　　建物ঢ়گ調査の結Ռは、طଘ住をऔ引
する্での重要な判அࡐ料となるものであ
り、重要事項として説明する内容は、औ引
と大きくဃしないこگݱ点での建物の࣌
とが求められ·すɻطଘ住の҆৺なऔ引
調査のگ点から、建物ঢ়؍を整උするڥ
結Ռを活用してطଘ住売買瑕疵保ݥへの
Ճೖをଅਐするඞ要があり·すが、طଘ住
売買瑕疵保ݥにおいては、建物へのܦ年
มԽによるӨڹ等をྀߟし、ݱ場ݕ査の࣮
施から１年Ҏ内の住を保ݥ引受けの対
としているとこΖですɻこのため、重要事
項説明の対となる建物ঢ়گ調査について
は、調査を࣮施してから１年をܦաしてい
ないものを対とすることが適当であると
され·したɻ·た、調査を࣮施してから１
年をܦաしていない建物ঢ়گ調査がෳあ
る場合には、औ引物件のگݱとのဃが࠷
も小さいとߟえられる直ۙの建物ঢ়گ調査
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を重要事項説明の対とするきであると
され·したɻただし、１年Ҏ内の直ۙの建
物ঢ়گ調査Ҏ֎に、ྼԽ事が֬認されて
いる場合なͲ、औ引の判அに重要なӨڹを
及΅すとߟえられる建物ঢ়گ調査をผ్認
ࣝしているࡍには、消費者の利ӹ等をྀߟ
し、地建物औ引業法ୈ47条に違反するこ
とのないよ͏、当該建物ঢ়گ調査について
も買主等に説明することが適当であるとߟ
えられ·すɻ·た、建物ঢ়گ調査を࣮施し
てから１年をܦաする前に大نな自વࡂ
害がൃ生した場合なͲ、重要事項説明࣌点
での建物のگݱが建物ঢ়گ調査を࣮施した
点とҟなるՄੑがある場合であって࣌
も、自વࡂ害等による建物へのӨڹの有無
及びͦのఔについて۩体తに判அするこ
とはࠔであること、自વࡂ害等がൃ生す
るҎ前の建物ঢ়گ調査においてྼԽ事等
が֬認されていた場合なͲには、ͦの結Ռ
がऔ引判அのߟࢀになること等から、当該
建物ঢ়گ調査についても重要事項説明の対
とすることが適当であるとしてい·すɻ

ᾉ　「書ྨの保ଘのঢ়گ」に関する重要事項
説明
１ʣ.　重要事項説明の対となる保ଘ書ྨ

の範囲
　　建物の建ங及びҡ࣋保શのঢ়گに関する

書ྨの保ଘঢ়گに関する重要事項説明は、
を༩えڹೖ判அ等に大きなӨߪଘ住のط
るとߟえられる一定の書ྨの保ଘの有無等
について、買主等が事前にѲした্でऔ
引に関する意ܾࢥ定を行えるよ͏、新たに
法にن定されたものですɻطଘ住につい
ては、ຬたすき建ங基४への適合ੑが不
明֬である場合には住ϩʔンの借ೖやط
ଘ住売買瑕疵保ݥの付保等がԁになさ
れないՄੑがある΄か、ډ住開ޙ࢝に適

切にطଘ住のϦϑΥʔϜやϝンςφンε
を行͏ためには、当該طଘ住の設計ਤ書
や新ங࣌Ҏ߱に行Θれた調査点ݕに関する
書ྨなͲがඞ要となり·すɻこ͏したこと
から、建物の建ங及びҡ࣋保શのঢ়گに関
し、重要事項説明の対として保ଘの有無
を明らかにする書ྨは、建ங基४法ྩに適
合していることを証明する書ྨ、新基
४への適合ੑを証明する書ྨ、新ங࣌及び
૿վங࣌に࡞された設計ਤ書ྨ、新ங࣌
Ҏ߱に行Θれた調査点ݕに関する࣮施ใ告
書ྨとするきであるとされ·したɻなお、
۠分所有建物のϚンγϣン理合なͲ、
売主Ҏ֎の者がこれらの書ྨを保有してい
る場合には、書ྨを࣮ࡍに保有している者
についても説明するきであるとしてい·
すɻ

２ʣ　貸借の場合におけるऔりѻい
　　今ൠの法վ正は、طଘ住の҆৺なऔ引

を整උしྲྀ通をଅਐすることをతにڥ
行Θれたものであり、こ͏した؍点から、
書ྨの保ଘঢ়گにる重要事項説明のن定
も整උされたとこΖであるɻ貸借では、売
買に͏طଘ住のྲྀ通とはҟなり、借主
による住ϩʔンの借ೖやϦϑΥʔϜ等の
࣮施は一ൠに定されないとこΖであり、
貸借の場合においては、建物の建ங及びҡ
につگに関する書ྨの保ଘঢ়گ保શのঢ়࣋
いての重要事項説明の対֎とすることが
適当であるとされてい·すɻ

ᾊ　37条書໘への「当事者のํが֬認した
事項」の記載
վ正法ୈ37条ୈ１項に基づき売買契約等の

立࣌に契約当事者に交付する書໘ʢҎ下「37
条書໘」とい͏ɻʣは、契約を媒介した地
建物औ引業者が当該契約の一定の事項を書໘
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にすることで契約内容を明֬にし、契約立
のฆ૪を止することをతとしたものでޙ
すɻ今ൠ、建物ঢ়گ調査に関࿈して、37条書
໘に「建物のߏ力্主要な部分等のঢ়گ
について当事者のํが֬認した事項」を記
載することが新たに定められてい·すɻߏ
力্主要な部分のͻびׂれや雨漏りなͲ、
契約立ޙのトラブル止をతにા置され
たものですが、契約当事者がطଘ住のگݱ
について不֬かな認ࣝをもとに37条書໘に記
載することは、かえってトラブルを引きىこ
すݪҼとなりかͶ·せΜので、「当事者の
ํが֬認した事項」は、ݪଇとして、建物ঢ়
者ࡾଘ住についてઐతなୈط調査なͲگ
による調査が行Θれ、ͦ の「調査結Ռの֓要」
を重要事項として地建物औ引業者が説明し
た্で契約締結にࢸった場合の当該「調査結
Ռの֓要」とし、これを37条書໘に記載する
こととするきであるとされ·したɻ·た、
これҎ֎の場合は、طଘ住のگݱについて
当事者ํがͲのよ͏な認ࣝに基づいて契約
を締結したかが明らかでないため、「当事者
のํが֬認した事項」は「無」として37条
書໘へ記載することが適当であるとされ·し
たɻただし、契約当事者のํがࣸਅ等をも
とに؍٬తにطଘ住のঢ়گを֬認し、ͦの
内容をՁ格交বや瑕疵担保の免責に反өした
場合なͲ、طଘ住のঢ়گが࣮ଶతに明らか
に֬認されるものであり、かつ、ͦれが法త
にも契約の内容をߏしているとߟえられる
特ผな場合には、当該事項を37条書໘に記載
することは差し支えないとߟえられ·すɻ

３ɽ売買等のਃ込Έに関する媒介ґཔ者への
ใ告について
औ引物件にる売買ຢは交換のਃ込Έに関

するใ告は、地建物औ引のಁ明ੑの্を
ਤる؍点から、地建物औ引業者によるୡ

を࣮֬なものとし、媒介ґཔ者が適࣌かつ適
切に物件のऔ引ঢ়گをѲできるよ͏にする
ことをతとしたものですɻこのよ͏なత
を౿·え、当該ใ告が࣮務্も適切に行Θれ
るよ͏にするため、ࠃ交通大ਉが定めるඪ
४媒介契約約をվ正し、物件の売買ຢは交
換のਃ込Έがあったときは、媒介ґཔ者に対
してなくใ告することを地建物औ引業
者の義務としてՃするのが適当であるとさ
れてい·すɻなお、վ正法に基づく「ใ告」は、
買受ਃ込書なͲ、売買等のرが明֬にࣔさ
れた文書によるਃ込Έがあった場合に行͏も
のとすることが適当であるとߟえられ·すɻ

４ɽվ正法施行に当たってのཹ意点について
վ正法施行に当たっては、建物ঢ়گ調査等

にる新たな੍のझࢫ・内容についてく
周知పఈをਤるとともに、関者がվ正法の
内容をԁかつ適正に࣮施できるよ͏、ڥ
整උを行͏ことが重要であるとのࢦఠがされ
てい·すɻこのため、ࠃにおいては、্記を
౿·えた関লྩ等の整උを行͏とともに、
関する事業者団体等と࿈ܞしつつ、վ正法
の施行にけて次のよ͏なऔを行͏よ͏ݕ
౼をਐめるきであるとされ·したɻ

今ޙ、Ҏ下の࡞業、公表等が政によって
行Θれるかとࢥい·すɻ֬͝認下さいɻ

・.建物ঢ়گ調査、طଘ住売買瑕疵保ݥに
ついてのύンϑϨοト等の࡞

・.建物ঢ়گ調査を࣮施する者のݕ索γες
Ϝのߏங

・վ正法の内容にる̦ˍ̖の整උ.等

·た、関লྩ等は、ૣけれ今݄には明
らかになるかとࢥΘれ·すɻ是ඇとも֬͝認
いただき、適切な施行にけて͝४උをいた
だけれとࢥい·すɻ
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本整උ৹ٞ会ࢿ交通লの社会ࠃ、にޙ࠷
産業分Պ会不動産部会においては、これらの
վ正事項の施行にけたӡ用໘のٞの΄
か、૿大しつつあるۭきՈ等への対Ԡ、不動
産業におけるใԽへの対Ԡ、適正な不動産
理のਪਐなͲについて今ޙもٞが行Θれ
ていく༧定ですので、օさΜもͲ͏ͧ֬͝認
下さいɻ

IUUQ���XXX.NMJU.HP.KQ�QPMJDZ�TIJOHJLBJ�
͂203@IVEPVTBO01.IUNM

会員のօ༷の日ʑの業務にも大きくӨڹし
てくるかとࢥΘれ·すので、վめての֬͝認
と͝対Ԡをおئいகし·すɻ

ฏ29年݄̏̍߸

˒ 建ங物লエω法のࢪ行ঢ়گにつ
いて

建ங物のΤωルΪʔ消費ੑの্に関す
る法ʢ建ங物লΤω法ʣが、2015年ʢฏ
27年ʣ７݄１日にࠃ会において立し、ಉ年
７݄８日に公され·したɻ本法は、適合
義務、ಧ出等の੍نతા置については公の
日から２年Ҏ内ʢ2017年ʢฏ29年ʣ４݄１
日ʣに施行することとしており、容ੵ特例、
表੍ࣔ等の༠ಋతા置については、طに、
2016年ʢฏ28年ʣ４݄に施行され·したɻ
本日は、この建ங物লΤω法についておえ
し·すɻ

この法は、社会ܦ済のมԽにい建
ங物におけるΤωルΪʔの消費ྔがஶしく૿
ՃしていることにؑΈ、一定نҎ্の建ங
物の建ங物ΤωルΪʔ消費ੑ基४への適合
ੑを֬保するためのા置ʢ੍نతા置ʣ、建
ங物ΤωルΪʔ消費ੑ্計画の認定ͦの
ଞのા置ʢ༠ಋతા置ʣをͣߨることにより、

建ங物のΤωルΪʔ消費ੑの্をਤり、
もってࠃຽܦ済の݈શなൃలとࠃຽ生活の҆
定্にد༩することをతとしてい·すɻ

この「建ங物のΤωルΪʔ消費ੑの্
に関する法ʢ建ங物লΤω法ʣ」の֓要は
Ҏ下の通りですɻ
ᾇ　大نなඇ住建ங物に対する適合義務

及び適合ੑ判定義務
大نなඇ住建ங物ʢ特定建ங物ʣにつ

いて、新ங࣌等におけるΤωルΪʔ消費ੑ
基४への適合義務及び適合ੑ判定義務を՝
し、これを建ங֬認で担保することとするɻ
ᾈ　中نҎ্の建ங物に対するಧ出義務

中نҎ্の建ங物について、新ங࣌等に
おけるলΤω計画のಧ出義務を՝し、Τωル
Ϊʔ消費ੑ基४に適合しないときは、ඞ要
にԠ͡、所行政庁がࣔࢦ等を行͏ことがで
きることとするɻ
ᾉ　লΤω্計画の認定ʢ容ੵ特例ʣ

লΤωੑの優れた建ங物について、所
行政庁の認定を受けて容ੵの特例を受ける
ことができることとするɻ
ᾊ　ΤωルΪʔ消費ੑの表ࣔ

ΤωルΪʔ消費ੑ基४に適合している建
ங物について、所行政庁の認定を受けてͦ
のࢫを表ࣔすることができることとするɻ

ʪ１ߟࢀʫ建ங物লΤω法の੍定ܦҢ
・ฏ27年ʢ2015年ʣ３݄24日　. .

ɿֳܾٞ定・ࠃ会ఏ出
・　　　ʏ　　５݄28日　. .

ɿऺٞӃࠃ交通ҕ員会に付ୗ
・　　　ʏ　　６݄３日　. .

ɿऺٞӃࠃ交通ҕ員会でՄܾ
・　　　ʏ　　６݄４日　. .

ɿऺٞӃ本会ٞでՄܾʢશ会一கʣ
・　　　ʏ　　６݄18日　. .
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ɿٞࢀӃࠃ交通ҕ員会に付ୗ
・　　　ʏ　　６݄30日　. .

ɿٞࢀӃࠃ交通ҕ員会でՄܾ
・　　　ʏ　　７݄１日　. .

ɿٞࢀӃ本会ٞでՄܾʢશ会一கʣ・立
・　　　ʏ　　７݄８日　. .

ɿ公

۩体తには、法ୈ７条において、ൢ売・賃
貸事業者に対する建ங物のলΤωੑの表ࣔ
の力義務をા置しておりʢ2016年ʢฏ28
年ʣ４݄施行ʣ、住事業建ங主ͦのଞの建
ங物のൢ売ຢは賃貸を行͏事業者は、ͦのൢ
売ຢは賃貸を行͏建ங物について、建ங物Τ
ωルΪʔ消費ੑʢলΤωੑʣを表ࣔする
よ͏めなけれならないこととなり·し
たɻ

これを受けて、ࠃ交通লでは、「建ங物
のলΤωੑ表ࣔのΨΠυラΠン」策定・公
表を行っておりʢฏ28年３݄11日公、ฏ
28年４݄１日施行ʣ、正ࣜには、「建ங物の
ΤωルΪʔ消費ੑの表ࣔに関するࢦʢฏ
28年ࠃ交通ল告ࣔୈ489号ʣ」が、住・
建ங物のলΤωラϕϦンά੍ݕ౼ҕ員会

ʢҕ員長ɿాล新一ૣҴా大学教授ʣにおけ
るݕ౼をܦて定められており·すɻ

ここでは、۩体తな表ࣔ事項、表ࣔํ法等
が定められており、住事業建ங主ͦのଞの
建ங物のൢ売・賃貸事業者は、法ୈ７条に基
づき、表ࣔする९क事項として「ୈࡾ者認証
か自ݾධՁのผ」、「設計の基४からの
等ʣ」等を表ࣔする΄か、ਪݮ�ʢ25ݮ
事項として、一次ΤωルΪʔ消費ྔを表ࣔ
する΄か、ߪೖ者・賃借者に対しলΤωੑ
に関する表ࣔ内容を説明する等、۩体తな表
ࣔํ法がࣔされてい·すɻ

·た、この建ங物লΤω法は、主に「੍ن

తા置」と「༠ಋతા置」に分かれており、
年ʢ今年ʣ４݄に施行されたのは「༠ಋࡢ
తા置」に関する部分で、２つの認定੍が
設され·したɻ

１つが、ੑ্計画認定ʢ法ୈ29条ʣ
で、建ங物の新ங等の計画について当該建ங
物のΤωルΪʔ消費ੑが一定の水४ʢ༠ಋ
基४ʣをຬたしている場合に認定を受けるこ
とができ·すɻʢ˞工事のணख前に認定のਃ
請をするඞ要があり·すɻʣこの認定を受け
ることによって、容ੵのࢉ定において、ল
Τωੑ্のためにಋೖした設උを設ける
部分のচ໘ੵを、Ԇ໘ੵの10�をݶとし
て除֎することができる΄か、ϑラοト35̨
の利用条件となっているলΤωルΪʔੑのٕ
ज़基४の１つとして利用がՄとなるϝϦο
トがあり·すɻ

２つが、基४適合認定ʢ法ୈ36条ʣで、
に建っている建ங物について、当該建ங物ط
が「ΤωルΪʔ消費ੑ基४」に適合してい
る場合に認定を受けることができ·すɻこの
認定を受けることで、建ங物の告等に認定
を受けたࢫの表ࣔʢ基४適合認定ϚʔΫʣを
することができ·すし、ϑラοト35̨の利用
条件となっているলΤωルΪʔੑのٕज़基४
の１つとして利用がՄとなり·すɻ

なお、建ங物のൢ売・賃貸事業者の表ࣔの
力義務ʢୈ36.条ʣとして、行政庁による
基४適合認定を受けているࢫを表ࣔすること
がن定されており、طଘ建ங物のলΤωվम
等をして基४適合とした場合等にΞϐʔルす
る΄か、新ங࣌等に、特に優れたলΤωੑ
をΞϐʔルし、লΤωੑのϨϕルを分かり
やすく表ࣔすることが求められてい·すɻ

ୈࡾ者認証の例として、#&-4ʢϕルεʣ
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があり·すɻ#&-4ʢϕルεʣとは#VJMEJOH�
HPVTJOH.&OFSHZ�FGGJDJFODZ.-BCFMJOH.4ZTUFN

ʢ建ங物লΤωルΪʔੑ表੍ࣔʣのུশ
であり、新ங・طଘの建ங物において、ୈࡾ
者ධՁ機関がলΤωルΪʔੑをධՁし認証
する੍ですɻੑにԠ͡て５ஈ֊で˒表ࣔ
がされ·すɻこれは、一ൠ社団法人住ੑ
ධՁ・表ࣔڠ会がӡ用する੍で、ࡢ年４݄
よりධՁ対に住がՃされてい·すɻ

こ͏した表੍ࣔのී及により、建ங主等
に対してΠンηンςΟブが付༩され、建ங物
のΤωルΪʔ消費ੑの্につながること
が期され·すし、建ங物のΤωルΪʔ消費
ੑのݟえるԽを通͡て、ΤωルΪʔ消費ੑ
に優れた建ங物が市場で適切にධՁされ、
消費者にબされるよ͏なڥ整උをਤるこ
とが今ޙӹʑ重要になってくるとࢥΘれ·
すɻ

Ҏ্のことから、建ங物の建ங主・建物所
有者ʢσϕϩούʔ、建ங物ΦʔφʔなͲの
օ༷ʣは、新ங࣌や、վम࣌にলΤωੑ表
ࣔऔಘや、ൢ売・賃貸࣌の住のߪೖ者・賃
借人、ςφントا業等に説明すること等が求
められ、仲介業者ʢ建業者なͲの不動産仲
介会社のօ༷ʣは、住のߪೖ者・賃借人、
ςφントا業等がলΤωੑに優れた建ங物
のબを行いやすくするために、告等にお
いてলΤωੑを表ࣔする場໘が૿えていく
とߟえられ·すɻ·た、設計・施工者ʢθω
ίン、設計事務所、ϋεϝʔΧʔ、工務ళ

なͲのօ༷ʣも、建ங主、建物所有者に対し、
লΤωੑを分かりやすく説明することが求
められ·すɻ

建ங物লΤω法の施行から間もなく一年が
者交通লも関ࠃ、աしよ͏としておりܦ
らと共に、本日３݄１日に「住・建ங物の
লΤωੑ表੍ࣔに関するγンポδϜ」
を開࠵し·すɻ͝関৺があるํはͦこでのٞ
や法の施行ঢ়گに͝下さいɻ

ʪ２ߟࢀʫ住・建ங物のলΤωੑ表੍ࣔ
に関するγンポδϜの開࠵
ʙ建物も೩費ੑでબͿ࣌へʙ

IUUQ���XXX.NMJU.HP.KQ�DPNNPO�001170769.
QEG

法やΨΠυラΠンの内容等をվめて֬認
したい建業者のօ༷には、下記のΣブ
ใ等を֬͝認いただき·して、建ங物のΤω
ルΪʔ消費ੑの্をਤり、҆શ・҆৺の
不動産औ引の業務に͝ڠ力いただくࡍのߟࢀ
としていただけれとࢥい·すɻ

ʪ３ߟࢀʫ建ங物লΤω法の表੍ࣔのϖʔδ
IUUQ���XXX.NMJU.HP.KQ�KVUBLVLFOUJLV�
IPVTF�KVUBLVLFOUJLV@IPVTF@UL４@000114.IUNM

会員のօ༷の日ʑの業務にӨڹしてくるか
とࢥΘれ·すので、վめての֬͝認と͝対Ԡ
をおئいகし·すɻ
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「૬ஊ事例」より
ฏ29年݄̍̍߸ ୲ɿ笹谷

○ 賃貸借契約ߋ৽࣌のߋ৽料とߋ
৽手数料

̦ɽ࣌ʑ電相談で、次のよ͏な賃貸借契約
更新खଓに関する問い合Θせがあり·すɻ
　賃借中のΞύʔトの契約更新期が౸དྷし、
理会社からᾇ更新料とᾈ更新ख料を請求
されたɻͲ͏ͪが͏かɻ·た、Ͳ͏すれよ
いかɻ

̖ɽ一ൠతにݴえ、ᾇ更新料は貸主あてに
支払͏金員　ᾈ更新ख料は理会社に支払
͏ख料　のέʔεが΄とΜͲですɻ

ᾇについては、賃貸借契約書্明記されて
いれ、支払͏ඞ要があるとߟえられ·すɻ

ᾈについて、理会社は貸主との契約に基
づき、借主からの賃料等のू金業務や賃貸借
物件のҡ࣋理業務を行っているもので、借
主との契約関はないέʔεが΄とΜͲで
すɻैい·して、借主として、理会社と契
約関にはなく、·た当該契約更新に関して
特ஈ理会社にґཔをしていることがなけれ
、借主が支払͏きख料のൃ生はないも
のとࢥΘれ·すɻʢ一ํ貸主は、理会社に
対し、্記のよ͏な日常業務とともに賃貸借
契約の更新事務もҕୗしているとすれख
料を支払͏ඞ要があり·すɻʣ

理会社が、貸主から賃料等のू金業務を
ҕୗされている関から、ᾇ更新料を借主あ
て請求するࡍ、ᾈ更新ख料も合Θせて請求
することもあΖ͏かとࢥΘれ·すが、借主と
しては金ֹの内༁をे分Ѳし、ඞ要な分の
Έ支払͏よ͏৺がけ·しΐ͏ɻ

ʲߟࢀ判例ʳ
ʓฏ23年７݄15日　ࡋߴ࠷　ฏ22ʢΦʣ

863号　3&5*083�119
賃貸借契約書に一義తかつ۩体తに記載さ

れた更新料条項は、更新料のֹが賃料のֹ、
賃貸借契約が更新される期間等にরらしֹߴ
にա͗るなͲの特ஈの事がないݶり、消費
者契約法10条により無ޮとい͏ことはできな
いとされた事例

ʲߟࢀ条文ʳ
ʓ消費者契約法　ୈ10条

ຽ法、法.ʢ明ेࡾ࣏二年法ୈे࢛ീ号ʣ
ͦのଞの法の公のடংに関しないن定の適
用による場合にൺし、消費者のݖ利を੍ݶし、
ຢは消費者の義務をՃ重する消費者契約の条
項であって、ຽ法ୈ１条ୈ２項にن定する基
本ݪଇに反して消費者の利ӹを一ํతに害す
るものは、無ޮとするɻ

ʓຽ法　ୈ１条ୈ２項
利の行使及び義務のཤ行は、信義にैいݖ

࣮に行Θなけれならないɻ
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